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 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、郡山市商工業振興条例施行規則（昭和 63 年郡山市規則第 10 号）第８条の規定に基づき、融資あっせんに必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 取扱金融機関  この融資制度を取扱うため市長が指定した金融機関をいう。 

          取扱金融機関は、別表第１のとおりとする。 

⑵ 会 議 所 等  商工会議所法（昭和 28 年法律第 143 号）に規定する商工会議所及び商工会法（昭和 35 年法律第 89 号）に規定する商工会

をいう。 

 ⑶ 保 証 協 会  信用保証協会法（昭和 28 年法律第 196 号）に基づき設立された福島県信用保証協会をいう。 

 ⑷ 融 資 限 度 額  融資を受けることのできる者（以下「融資対象者」という。）が利用できる融資額の総額をいう。 

（預託） 

第３条 市は、取扱金融機関に対して予算の範囲においてこの融資制度に係る融資原資の総額を預託し、融資制度相互間における融資原資の融通を

図るものとする。 

（融資枠） 

第４条 融資制度要綱に規定する融資枠は、当該融資制度における融資原資に対し、別表第２に定める倍率を乗じて算定した額とする。 

（契約） 

第５条  この要綱に基づく取扱金融機関への預託は、別に定める契約書によるものとする。 

 （取扱金融機関等の義務） 

第６条 取扱金融機関及び会議所等は、この融資制度の趣旨を理解し、この要綱の規定に従って適正にその事務を処理するものとする。 

 （融資を受ける者等の義務） 

第７条 融資を受け、又は受けようとする者は、この融資制度の趣旨を理解し、この要綱の規定及び融資を受けるに当たって取り交わした取扱金融

機関との間の約定等を遵守するとともに、市、取扱金融機関、会議所等が当該融資に関して行う指導に従い、報告の求めに応じ、及び調査に協力

しなければならない。 

（融資の申込み） 

第８条 融資対象者は、郡山市中小企業融資制度申込書（第１号様式）に別表第３に定める必要な書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければな

らない。 

 （融資の決定等） 

第９条 取扱金融機関は、前条に規定する融資の申込みを受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。 

（報告） 

第 10 条 取扱金融機関は、毎月の融資及び償還状況を、速やかに総括事務を行う店舗を経て、報告書（第２号様式）及び必要な書類を添えて、翌

月 10 日までに市長に報告しなければならない。 

 （市及び取扱金融機関等のとりうる措置） 



第 11 条 市長は、この融資制度の適正な運用を図るため、取扱金融機関、会議所等、又は融資を受けた者、若しくは受けようとする者に対して報

告を求める等必要な措置をとることができる。 

２ 市長又は取扱金融機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、融資した金額の全部又は一部を繰上償還させることができ

る。 

⑴ 融資を受けた資金を融資対象となった事業以外の目的に使用したとき。 

⑵ 融資対象となった事業を停止し又は廃止等（権利等の貸付及び譲渡等を含む。）をしたとき。 

⑶ 破産その他の理由により融資等に係る債務の完済が著しく困難になるおそれがあると認められたとき。 

⑷ 虚偽又は不正な手段により融資を受けたとき。 

⑸ この要綱の規定、保証協会又は取扱金融機関との間に締結した約定等に違反したとき。 

 （融資期間の特例） 

第 12 条 取扱金融機関はこの融資制度における融資を受けている者が、火災、天災又は経済情勢の変化により資金の償還に支障を来たした場合に

おいて、市長がやむを得ないと認めるときは、市長が別に定める期間を限度として当初の融資期間を延長することができる。  

（委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 融資制度の内容及び手続き等 

第１節 一般融資 

（一般融資制度） 

第 14 条 中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、経営の安定、合理化及び近代化に資することを目的として、次表に掲げるところにより行う

ものとする。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第１項に規定する者 

⑵ 市内に主たる事業所を有する者 

⑶ 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き１年以上営んでいる者 

融 資 限 度 額  ２，０００万円 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 期 間  10 年以内（据置期間１年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  融資期間に応じて次のとおりとする。 

５年以内 年１．９％以内  

５年超７年以内 年２．０％以内 

７年超１０年以内 年２．１％以内 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

 

  



 

第２節 無担保無保証人融資 

（無担保無保証人融資制度） 

第 15 条 小規模企業者に必要な事業資金の供給を図り、経営体質の強化に資することを目的として、次表に掲げるところにより行うものとする。  

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 市内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き１年以上営んでいる者 

⑵ 常時使用従業員数が 20 人以下（商業、サービス業については５人以下）の小規模企業者。ただし、保証協会の保証対象

業種とする。 

⑶ 融資申込前１年間における当該事業にかかる市民税の所得割、法人である場合は法人税割（地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）の規定による障害者控除額、老年者控除額または寡婦控除額を控除されたことにより、市民税の所得割の税額がな

くなった者である場合は均等割）で納期が到来した税額があり、かつ当該税額を完納している者 

⑷ 保証協会の無担保無保証人制度以外の債務保証及び代位弁済を受けていない者 

融 資 限 度 額  １，２５０万円 

ただし、本制度又は保証協会の無担保無保証人制度で融資を受け債務を完済していない者については、本制度の融資限度

額から債務残高を差引いた額とする。 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 期 間  ５年以内（据置期間６か月以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  年２．０％以内 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は年０．９％とする。 

保証人・担保 保証人、担保は徴さない。 

 



第３節 短期小口融資 

（短期小口融資制度） 

第 16 条 中小企業者に短期で必要な事業資金の供給を図り、経営の安定に資することを目的として、次表に掲げるところにより行うものとする。  

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第１項に規定する者 

⑵ 市内に主たる事業所を有する者 

⑶ 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き１年以上営んでいる者 

融 資 限 度 額  ５００万円 

資 金 使 途  運転資金 

融 資 期 間  １年以内（据置期間６月以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  １年以内 年１．４％以内  

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

 

第４節 団体育成融資 

（団体育成融資制度） 

第 17 条 組合及びその組合員に必要な事業資金の供給を図り、経営体質の強化に資することを目的として、次表に掲げるところにより行うものと

する。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号）第15条に規定する連携等を実施した者 

⑵ 借入計画が適当であると認められる者 

⑶ 市内に主たる事業所を有し、かつ中小企業者である組合員が必要とする事業資金の貸付を行う者（組合員転貸を行う事業

協同組合に限る。） 

資金使途及び 

融 資 限 度 額  

組 合 事 業 資 金  ５，０００万円 

組合員転貸資金  １事業協同組合あたり２億円 

（組合員に転貸する場合の貸付限度額は２，０００万円）とする。 

ただし、市長が災害、その他の事由により特別に必要と認めた場合は、別に定める。 

融 資 期 間  １年以内。ただし、据置期間はこれに含める。 

返 済 方 法  原則として分割返済とする。 

融 資 利 率  年１．４％以内 

保証人・担保 取扱金融機関の定めるところによる。 

 



第５節 成長融資 

（成長融資制度及びみらい創造融資制度） 

第 18 条 成長融資制度は、中小企業者に必要な事業資金の供給を図り、商業環境の活性化、施設設備の近代化及び環境改善に資することを目的と

して、次表に掲げるところにより行うものとする。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴  次のいずれかの事業を行う者 

ア 店舗・工場等の新築・増改築又は移転、機械設備の導入 

イ 株式市場への上場 

⑵ 1 年以上の事業実績を有する者 

⑶ 市内に主たる事業所を有する者 

⑷ 市民税を完納している者 

⑸ 借入金による事業実施場所が市内である者 

⑹ 借入計画が適当であると認められる者 

⑺ 営業の許可、認可、届出又は登録を必要とする業種については、許可若しくは認可を取得し又は届出若しくは登録を行っ

ている者 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 限 度 額  ３，０００万円（総事業費の８０％を限度とする。） 

融 資 期 間  

運転資金 10 年以内（設備資金を併用する場合は、15 年以内とする。） 

設備資金 15 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  融資期間に応じて次のとおりとする。 

５年以内 年１．９％以内 

５年超７年以内 年２．０％以内 

７年超 10 年以内 年２．１％以内 

10 年超 15 年以内 年２．２％以内 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

融資対象者の

推薦依頼 

融資対象者は、郡山市成長融資制度推薦依頼書（第３号様式）、事業計画書（第４号様式）その他必要な書類を添えて会議所

等に提出しなければならない。 

融資対象者の

推薦 

会議所等は、郡山市成長融資制度推薦依頼書（第３号様式）を受理したときは、その内容を審査し、かつ、融資対象者と認め

たときは、郡山市成長融資制度に係る推薦書（第５号様式）を交付するものとする。 

 



２ みらい創造融資制度は、前項の成長融資制度の特別枠として、経営上の課題解決へ積極的に取り組む中小企業に対する事業資金の供給を図り、

経営基盤の強化と持続的発展に資することを目的として、次表に掲げるところにより行うものとする。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 次のいずれかの事業を行う者 

ア 新商品・新技術・新製品の研究開発 

イ ＩＳＯ（国際標準化機構）の認証取得 

ウ 市内事業所が存続する事業承継（会社分割又は合併又は株式譲渡による第三者への経営権移転、事業譲渡） 

エ 県外や海外への店舗出店又は輸出による販路・商圏の拡大（市内に本社を有する者に限る。） 

オ 郡山市が行う産業ＤＸ推進支援体制構築事業又は産学金官連携コーディネートＤＸ加速化支援事業に採択された事業 

（融資の実行期限は、当該事業の採択日から３年後の属する会計年度の末日までとする。） 

カ 次の（ア）から（ウ）のいずれかの事業へ自薦又は他薦により応募し、受理されている、2015年９月の国連サミットで

採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について、目標達成に向けた取組み（以下、「ＳＤＧｓの取組」という。） 

（ア）ＳＤＧｓ推進本部の「ジャパンＳＤＧｓアワード」 

（イ）独立行政法人国際協力機構の中小企業・ＳＤＧsビジネス支援事業 

（ウ）郡山市の「こおりやまＳＤＧsアワード」 

キ 郡山市が行う創業支援事業である社会起業家加速化支援プログラムに採択された事業（融資の実行期限は、当該事業の

採択日から３年後の属する会計年度の末日までとする。） 

⑵ 市内に主たる事業所を有する者 

⑶ 市民税を完納している者 

⑷ 借入金による事業実施場所が市内である者 

⑸ 借入計画が適当であると認められる者 

⑹ 営業の許可、認可、届出又は登録を必要とする業種については、許可若しくは認可を取得し又は届出若しくは登録を行っ

ている者 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 （土地に係る費用を除く。） 

融 資 限 度 額  ５，０００万円（総事業費の８０％を限度とする。） 

融 資 期 間  

運転資金 10 年以内（設備資金を併用する場合は、15 年以内とする。） 

設備資金 15 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  融資期間に応じて次のとおりとする。 

５年以内 年１．４％以内 

５年超７年以内 年１．５％以内 



７年超 10 年以内 年１．６％以内 

10 年超 15 年以内 年１．７％以内 

ただし、融資対象者の(1)のウ、エ及びキに掲げる事業を行う者は、融資期間に係わらず年１．４％以内 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

融資対象者の

推薦依頼 

融資対象者は、郡山市成長融資制度推薦依頼書（第３号様式）、事業計画書（第４号様式）その他必要な書類を添えて会議所

等に提出しなければならない。 

融資対象者の

推薦 

会議所等は、郡山市成長融資制度推薦依頼書（第３号様式）を受理したときは、その内容を審査し、かつ、融資対象者と認め

たときは、郡山市成長融資制度に係る推薦書（第５号様式）を交付するものとする。 

 

 



第６節 創業融資 

（創業融資制度） 

第 19 条 創業者に必要な事業資金の供給を図り、雇用創出に資することを目的として、次表に掲げるところにより行うものとする。 

融 資 対 象 者  次の各号に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 次に該当する者であること。 

ア 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第２条第１項に規定する者 

イ 市内で新たに事業を開始しようとする者（開業して１年以内の者を含む。）であって、客観的にみて事業に着手している

ことが明らかであり、また、事業開始にあたり許認可等が必要である場合には許認可等を取得しているか、又は取得が確

実であること。 

ウ 原則として市民税を完納している者 

エ 創業計画が適当であると認められる者 

⑵ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする者 

イ 同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が３年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする者 

ウ 会議所等の創業塾を修了した者 

エ 産業競争力強化法施行規則（平成 26 年経済産業省令第１号）第７条第１項の規定による証明を郡山市長から受けた者 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 限 度 額  １，０００万円 

融 資 期 間  運転資金 10 年以内（設備資金を併用する場合は、15 年以内とする。） 

設備資金 15 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  

融資期間に応じて次のとおりとする。 

５年以内 年１．９％以内 

５年超７年以内 年２．０％以内 

７年超 10 年以内 年２．１％以内 

10 年超 15 年以内 年２．２％以内 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

融資対象者の

推薦依頼 

融資対象者は、郡山市創業融資制度推薦依頼書（第６号様式）、事業計画書（第７号様式）その他必要な書類を添えて会議所等

に提出しなければならない。 

融資対象者の

推薦 

会議所等は、郡山市創業融資制度推薦依頼書（第６号様式）を受理したときは、その内容を審査し、かつ、融資対象者と認めた

ときは、郡山市創業融資制度に係る推薦書（第８号様式）を交付するものとする。 



第７節 災害等対策資金融資 

（災害対策資金融資制度及び売上高等減少対策資金融資制度） 

第 20 条 災害対策資金融資制度は、市長が認定した災害（以下「災害」という。）により、設備等に被害を受けた中小企業者に対する事業資金の供

給を図り、経営の安定に資することを目的として、災害の発生した日から６か月以内に限り、次表に掲げるところにより行うものとする。ただし、

この期間は被害の状況により、災害の発生した日から 12 か月以内にまで延長することができる。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴  災害により事業活動に影響を受けている者で市長が発行したり災証明書（り災程度区分が無被害のものを除く。）の交付

を受けた者 

⑵ 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第１項に規定する者 

⑶ 市内に主たる事業所を有する者 

⑷ 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き１年以上営んでいる者 

融 資 限 度 額  １，０００万円（災害の種別ごととする。） 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 期 間  ７年以内（据置期間１年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  年１．３％以内（固定） 

信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

２ 売上高等減少対策資金融資制度は、市長が認定した災害その他の突発的に生じた事由の影響により売上高又は販売数量（建設業にあっては、完

工高又は受注残高）（以下、「売上高等」という。）が減少し、経営に支障をきたしている中小企業者に対する事業資金の供給を図り、経営の安

定に資することを目的として、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に限り、次表に掲げるところにより行うものとする。 

融 資 対 象 者  次に掲げる要件を満たした者とする。 

⑴ 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第１項に規定する者 

⑵ 市内に主たる事業所を有する者 

⑶ 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き１年以上営んでいる者 

⑷ 原則として最近１か月間の売上高等が平成 31 年２月から令和２年１月の期間（以下「比較期間」という。）の同月に比して

15％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が比較期間の同期に比して 15％以上減少するこ

とが見込まれる者 

融 資 限 度 額  １，０００万円 

資 金 使 途  運転資金及び設備資金 

融 資 期 間  ７年以内（据置期間１年以内を含む。） 

返 済 方 法  原則として元金均等月賦返済とする。 

融 資 利 率  年１．４％以内 



信 用 保 証  必要に応じて、保証協会の保証を付し、信用保証料率は、保証協会の定める率とする。 

保証人・担保 法人の場合 原則として保証人 1 人以上を付し、必要に応じて担保を徴する。 

個人の場合 必要により保証人、担保を徴する。 

融資対象者の

売上高等減少

確認 

取扱金融機関は、郡山市中小企業融資制度売上高等減少対策資金融資売上高等比較表（第９号様式）（以下、「売上高等比較表」

という。）を受理したときは、その内容を審査しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日前に郡山市中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱、郡山市無担保無保証人融資制度要綱、郡山市中小企業団体育成資金融

資制度要綱、郡山市テクノ研究開発振興資金融資制度要綱、郡山市商業活性化推進資金融資制度要綱、郡山市経営サポート資金融資制度要綱及び

郡山市創業者支援資金融資制度要綱の規定により行われた融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の郡山市中小企業融資制度間における預託等の取扱要綱、郡山市中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱、郡山市無担保無保証人融資

制度要綱、郡山市中小企業団体育成資金融資制度要綱、郡山市テクノ研究開発振興資金融資制度要綱、郡山市商業活性化推進資金融資制度要綱、

郡山市経営サポート資金融資制度要綱及び郡山市創業者支援資金融資制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る融資について適

用し、同日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の郡山市中小企業融資制度間における預託等の取扱要綱、郡山市中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱、郡山市無担保無保証人融資

制度要綱、郡山市中小企業団体育成資金融資制度要綱、郡山市テクノ研究開発振興資金融資制度要綱、郡山市商業活性化推進資金融資制度要綱、

郡山市経営サポート資金融資制度要綱及び郡山市創業者支援資金融資制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る融資について適

用し、同日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、平成 22 年９月 16 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第 14 条第２項の表の規定は、この要綱の施行の日以後に貸付けが実行される同表の規定による融資から適用し、同日前に貸付けが実

行された同表の規定による融資については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年７月27日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和元年11月22日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月10日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年７月 22 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第 20 条第１項及び第２号様式の改正規定は、令和３年３月 10 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



別表第１（第２条第１号関係） 

金融機関 
融資制度 

一般 無担保無保証人 短期小口 団体育成 成長 創業 災害等対策資金 

株式会社商工組合中央金庫福島支店    ○ ○   

秋田銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

足利銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

七十七銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

常陽銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

東邦銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山形銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

北日本銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大東銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島銀行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

郡山信用金庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

須賀川信用金庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島県商工信用組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

別表第２（第４条関係） 

融資制度名 協調倍率 

一般 ３倍 

無担保無保証人 ３倍 

短期小口 ３倍 

団体育成 ３倍 

成長 ３倍 

創業 ３倍 

災害等対策資金 ３倍 

 



別表第３（第８条関係） 

 

 

 

制度名     

 

 

 

申込必要書類 

 

 

 

一

般 

無
担
保
無
保
証
人 

短
期
小
口 

団
体
育
成 

成長 

創
業 

災害等対策資金 

 

みらい創造 

災
害
対
策
資
金 

売
上
高
等
減
少
対
策
資
金 

 

事
業
承
継 

県
外
店
舗
出
店
又
は
輸
出
に

よ
る
販
路
・
商
圏
拡
大 

郡
山
市
が
行
う
Ｄ
Ｘ
関
連
事

業 Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
組 

社
会
起
業
家
加
速
化
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム 

申込書 ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

り災証明書 ※             ○  

事業計画書 ※     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

創業計画書 ※            ○   

推薦依頼書 ※     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

推薦書 ※     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

事業承継証明書類 ※       ○        

県外店舗出店又は輸出による販路・商圏拡大証明書

類 ※ 
       ○     

  

郡山市が行うＤＸ関連事業採択証明書類 ※         ○      

ＳＤＧｓ取組証明書類 ※          ○     

社会起業家加速化支援プログラム採択証明書類 ※           ○    

売上高等比較表 ※              ○ 

納税証明書(市民税) ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

納税証明等請求書による納税証明書  ○             

印鑑登録証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

決算書の写し（法人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申告書の写し（個人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

登記全部事項証明書（履歴事項証明書）（法人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



住民票の写し（個人） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

定款の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

必 要

に 応

じて 

信用保証委託申込書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

許認可証 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

見積書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

設計図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

カタログ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

担保物件明細 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

保証人 
納税証明書(市税) ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

所得金額等証明書(市税) ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考 第 10 条における必要な書類とは、別表第３中※を付した書類の写しとする。 



第１号様式（第８条関係） 

郡山市中小企業融資制度申込書 
（取扱金融機関名） 

     年     月     日 

                                  様 
融  資  申  込  者 

ふ り が な  

氏   名 

( 法 人 名 ) 
 

代 表 者 生 年 月 日 年       月        日 生    歳 

法人設立(予定)年月日 年     月     日 個人開業(予定)年月日 年     月     日 

住 所 

本社(登記上)又は現住所(住民登録地) 

〒 

 

℡ 

市内営業所所在地 

〒 

 

℡ 

業 種  資 本 金 
千円 

従 業 員 
名 

融資申込実績 有 ・ 無 

 

 次のとおり郡山市中小企業融資制度を申し込みます。    ※太線で囲んだ項目について御記入ください。 

制度名  □該当欄にチェック 

□ 一般 
□ 無担保 

無保証人 
□ 短期小口 □ 団体育成 

□ 成長 

□ みらい創造 
□ 創業 □ 災害対策資金 

申 込 金 額 万円 
融資期間 年    月(内据置    月) 

返済方法 元金均等月賦 ・ 一 括 

資 金 使 途 及 び 事 由 

 

運転資金      万円                        
 

設備資金      万円                        

 

転 貸 先 

※ 団 体 育 成 の み 

企 業 名    

金 額 
万円 万円 万円 

連

帯

保

証

人 

住    所 氏   名 職  業 年 齢 申込人との関係 

     

     

     
担

保

等 

 
備

考 
 

受付月日      受付番号      融資実行日 融資実行金額 利率 取引先番号 

   
万円 ％ 

 

 



第２号様式（第 10条関係） 

郡山市    融資 報告書 
郡山市長 

    年    月    日現在                                   

支店名 
前月までの融資残高 今月の融資状況 今月の返済状況 今月の融資残高 

備考 
件数 金額 受付件数 融資件数 金額 件数 金額 件数 金額 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

計           

今月の融資状況 １ 融資決定者 

氏名 住所 業種 融資金額 
資金 

使途 

融資期間 

（据置期間） 
利率 

融資 

実行日 

保証の 

有無 
支店名 

    運 

設 

     年 

（   月） 

  
有・無 

 

    運 

設 

     年 

（   月） 

  
有・無 

 

    運 

設 

     年 

（   月） 

  
有・無 

 

        ２ 融資できなかった者 

氏名 住所 申込金額 理由 
支店

名 

     

     

        ３ 繰上償還状況 

当初 氏 名 

（代表者） 
住所 連絡先 

融資年月日 繰上償還日 
支店名 

現在 融資金額 繰上償還金額 

      

    

      

    

      

    

 

取扱金融機関名                     



第３号様式（第18条関係） 

 

郡山市成長融資制度推薦依頼書 

 

     年     月     日  
 

              様 
（商工会議所又は商工会） 

 

住 所 

企 業 名 

代表者名                         

電話番号 

 

下記により、郡山市成長融資を受けたいので、郡山市中小企業融資制度要綱第 18条に該当する

融資対象者として推薦されるよう関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

 

対象事業 

（□該当欄にチ

ェック） 

□ 店舗・工場等の新築・増改築又は移転、機械設備の導入 

□ 株式市場への上場 

□ 新商品・新技術・新製品の研究開発 

□ ＩＳＯ（国際標準化機構）の認証取得 

□ 市内事業所が存続する事業承継（会社分割又は合併又は株式譲渡

による第三者への経営権移転、事業代表権の譲渡） 

□ 県外や海外への店舗出店又は輸出による販路・商圏の拡大 

□ 郡山市が行う産業ＤＸ推進支援体制構築事業又は産学金官連携 

コーディネートＤＸ加速化支援事業の採択事業（※） 

□ 2015 年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ(持続可能な開

発目標）について、目標達成に向けた取り組み 

□ 郡山市が行う社会起業家加速化支援プログラムの採択事業（※）
※融資実行期限：当該事業の採択日から３年後の属する会計年度の末日まで 

資金使途 

（具体的に） 

 

 

事

業

計

画 

目 的  

内 容  

効 果  

実施場所  

総事業費  

借 入 金 額  

借 入 期 間  

取扱金融機関  

（添付書類） 事業計画書 登記全部事項証明書（履歴事項証明書）又は住民票の写し 定款の写し 決算書の写し又は申告書の写し 納税証明書(市民税) 



第４号様式（第18条関係） 

事 業 計 画 書 

                                       年     月     日  

   

                 様 

  （商工会議所又は商工会）                          申込人：住所 

                                                  ：氏名 

 

融資を受けたいので、下記のとおり事業計画を提出します。 

事 業 形 態 個人・法人 商 号  資本金                 千円 

事業所住所  電話       （          ）            

業 種  取

扱

品 

 
仕

入

先 

 

従 業 員 数 
名 

 

 

１ 事業計画概要（具体的に記入して下さい。） 

 

対 象 事 業 

(□該当欄に

チ ェ ッ ク ) 

□ 店舗・工場等の新築・増改築又は移転、機械設備の導入 

□ 株式市場への上場 

□ 新商品・新技術・新製品の研究開発 

□ ＩＳＯ（国際標準化機構）の認証取得 

□ 市内事業所が存続する事業承継（会社分割又は合併又は株式譲渡による第三への経営権

移転、事業代表権の譲渡） 

□ 県外や海外への店舗出店又は輸出による販路・商圏の拡大 

□ 郡山市が行う産業ＤＸ推進支援体制構築事業又は産学金官連携コーディネートＤＸ加速

化支援事業の採択事業（※） 

□ 2015年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ(持続可能な開発目標）について、目

標達成に向けた取り組み 

□ 郡山市が行う社会起業家加速化支援プログラムの採択事業（※） 

※融資実行期限：当該事業の採択日から３年後の属する会計年度の末日まで 

事 業 名  

事 業 場 所 
 

電話      （         ）           

内容及び特色 
 

 

事業実施理由 
 

 

事 業 

スケジュール 

 

 

効 果 

技術的効果（品質向上等） 

 

 
経済的効果（生産効率向上等） 

 

 



 

２ 資金計画 

資金調達内訳 資金使途内訳 

資

金

計

画 

調達先 金   額（千円） 

設

備 

費 用 金   額（千円） 

本融資借入    

    

    

    

    

  
運

転 

  

    

自己資金    

合 計 （D）  合 計（A+B+C）  

 

① 運転資金計画 

名      称 金   額（千円） 積 算 内 訳           

商品・材料等の仕入資金   

人 件 費 等             

そ の 他 の 資 金             

計 
Ａ  

 

② 設備資金計画 

区 分 土地・建物 
面 積 

（㎡） 

取得   自己・新築 
方法   購入・賃貸 

取得に要する資金 

（千円） 
契約年月日 

取 得 （ 完 成 ） 

年 月 日 

事 

業 

不 

動 

産 

土 地      

建 物      

計 Ｂ    （取得に要する資金）                                        千円 

区 分 名      称 型式・能力 数量 単価 
金額（千

円） 
発注元 

設 置 （ 完 成 ） 

年 月 日 

機   

械什 

器器 

具備 

・品 

 等 

       

計 Ｃ    （設置等に要する資金）                               千円 

 

 ③ 資金調達計画 

自
己
資
金
（
預
金
等
） 

預                              金 預   金   以   外 

預け先（金融機関本支店名等） 預金種別 金 額（千円） 種   類 金  額（千円） 
 

 
  有価証券  

 

 
    

 

 
  その他（具体的に） 

 

（             ） 

 

 

 
  



自 己 資 金 合 計 
① 

千円 
＊通帳の写し、残高証明等を添付して下さい。 

借 

入 

金 

等 

借     入     先 年利（％） 借入額(千円) 毎月返済額（千円） 借 入 期 間 

今回の借入額  
 

 

 

 
・   ～   ・ 

 

 
   ・   ～   ・ 

 

 
   ・   ～   ・ 

 

 
   ・   ～   ・ 

借 入 金 等 合 計 
② 

千円 
調達資金合計 

① ＋ ② 
Ｄ            千円 

 

３ 収支計画（事業開始後１年分）                      （単位：千円） 

支            出 収            入 

仕 入 高 
 

 
売 上 高 

 

販 管 費 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

計 
 

計  

収支差額 

（利益） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 販売・仕入先 

主 な 販 売 先 

・ 受 注 先 

販 売 ・ 受 注 

予 定 額 
回 収 方 法 

主 な 仕 入 先 

・ 外 注 先 

仕 入 ・ 外 注 

予 定 額 
支 払 方 法 

 

 

年          千円   年         千円  

 

 
     

 

 
     

 

５ 資産・負債状況（申込時） 

資

産 

科   目 明          細 金   額   （千円） 

現 ・ 預 金 
 

  

売 掛 金 
 

 
 

土 地 
 

 
 

建 物 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

合                   計 ① 

負

債 

科   目 明          細 金   額   （千円） 

買 掛 金 
 

 
 

借 入 金 
 

 
 

未 払 金 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

合                   計 ② 

（  ①  －  ②  ）  ＝  資本合計 ③ 

６ 補足説明 

その他補足説明したいことを記入して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第18条関係） 

 

 

郡山市成長融資制度に係る推薦書 

 

 

     年     月     日 

 

 
 

            様 
（取扱金融機関） 

 

郡山商工会議所会頭        印 

    町商工会会長 

 

 

        年    月    日付けで提出された郡山市成長融資制度推薦依頼に対し、下記のとおり、

郡山市中小企業融資制度要綱第 18条に適合しておりますので、当該融資の対象者として推薦いた

します。 

 

 

 

記 

 

 

住     所  

企 業 名  

代 表 者 名  

実 施 場 所  

業     種  

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第19条関係） 

 

郡山市創業融資制度推薦依頼書 

 

     年     月     日 

 

  （商工会議所又は商工会） 

 

                             様 

 

                             住    所 

                             氏    名                                          

                             電    話     （      ）           年齢      歳 

 

業種（開業業種）  創 業 年  月 

資 本 金  万円 従 業 員  名 

 

  下記により、郡山市創業融資を受けたいので、郡山市中小企業融資制度要綱第 19条に該当する融資対象

者として推薦されるよう関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

 

法律に基づく 

資 格 の 

取 得 状 況 

名         称 取得年月日 備  考 

 

 

 

 

 

 

経 験 

同一企業勤務年数 同一事業従事年数 

 

 

 

 

資金使途及び事

由 

運転資金・設備資金 

申 込 金 額                                     円 

借入希望月日        年       月       日 

借 入 期 間    年        月（内据置      月） 

分 割 返 済                              回 

生産品目及び販

売 

 

連 帯 保 証 人 

住   所 氏   名 職  業 年 齢 申込人との関係 

 
  

歳 
 

 
  

歳 
 

 
  

歳 
 

担保又は条件 

 



第７号様式（第19条関係） 

創 業 計 画 書             

 

                                       年     月     日 

  （商工会議所又は商工会） 

                 様 

                                             申込人：住所 

                                                  ：氏名                              

 

融資を受けたいので、下記のとおり創業計画を提出します。 

開業形態 個人・法人 商号  資本金                 千円 

事業所開設住所  電話       （         ）           

開設予定年月日  事業開始届の有無 有 ・ 無 

業種  取

扱

品 

 
仕

入

先 

 

従業員数 
      名 

 

１ 創業準備の着手状況（下記の該当事項に○印を付けて下さい。） 
  ア  設備機械器具等発注済である。                            エ  商品・原材料の仕入を行っている。 

  イ  土地・店舗を購入するための頭金等支払済みである。        オ  事業に必要な許認可を受けている。 

  ウ  土地・店舗を賃借するための権利金・敷金支払済みである   カ  事業に必要な許認可等の申請が受理されている。 
キ  その他（具体的に記入して下さい                                              ） 

 

２ 当初運転資金計画 

名      称 金   額（千円） 積 算 内 訳           

商品・材料等の仕入資金  
 

人 件 費 等            
 

そ の 他 の 資 金            
 

計 
Ａ  

 

３ 設備資金計画 

区分 土地・建物 
面 積 

（㎡） 

取得   自己・新築 

方法   購入・賃貸 

取得に要する資金

（千円） 
契約年月日 

取得（完成） 

年月日 

事 

業 

用 

不 

動 

産 

土地   
 

  

建物 
     

計 Ｂ    （取得に要する資金）                                        千円 

区分 名      称 型式・能力 数量 単価 金額（千円） 発注元 
設置（完成） 

年月日 

機   

械什 

器器 

具備 

・品 

  等 

       

計 Ｃ    （設置等に要する資金）                               千円 

４ 当初必要資金合計 

        Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝Ｄ                           千円 

 

 

 



５ 資金調達計画                             （単位：千円） 

自
己
資
金
（
預
金
等
） 

預                              金 預   金   以   外 

預け先（金融機関本支店名等） 預金種別 金  額（千円） 種   類 金  額（千円） 

 

 

  
有価証券 

 

 

 

    

 

 

  その他（具体的に） 

 

（             ） 

 

 

 

  

自 己 資 金 合 計 
① 

千円 
＊通帳の写し、残高証明等を添付して下さい。 

借 

入 

金 

等 

借     入     先 年利（％） 借入額（千円） 毎月返済額（千円） 借 入 期 間 

今回の借入額  
 

 

 

 
・   ～   ・ 

 

 

   
・   ～   ・ 

 

 

   
・   ～   ・ 

 

 

   
・   ～   ・ 

借 入 金 等 合 計 
② 

千円 

調達資金合計 

（① ＋ ②） 
Ｄ            千円 

 

 

６ 収支計画（創業後１年分） 

支            出 収            入 

仕入高 
千円 

 

 

売上高 

 

販管費 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

計 
 

 計 
 

収支差額 

（利益） 

 

 

 

 

７ 販売・仕入先 

主な販売先 

・受注先 

販売・受注 

予定額 
回収方法 

主な仕入先 

・外注先 

仕入・外注 

予定額 
支払方法 

 

 
年       千円   年       千円  

 

 
     

 

 
     

 

 

 



８ 資産・負債状況（申込時） 

資

産 

科   目 明          細 金   額   （千円） 

現・預金 
 

 
 

売掛金 
 

 

 

土地 
 

 

 

建物 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

合                   計 ① 

負

債 

科   目 明          細 金   額   （千円） 

買掛金 
 

 

 

借入金 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

合                   計 ② 

（  ①  －  ②  ）  ＝  資本合計 ③ 

 

 

９ 補足説明 

創業動機・経緯、創業する直前の職業、事前に必要な知識・技術・ノウハウの習得等、法人設立の場合の出資者及び

出資額、その他補足説明したいことを記入して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第19条関係） 

 

郡山市創業融資制度に係る推薦書 
 

     年     月     日 

 
（取扱金融機関） 

                             様 

 

郡山商工会議所会頭           印 

   町商工会会長  

 
 

        年    月    日付けで提出された郡山市創業融資制度推薦依頼に対し、下記のとおり、

郡山市中小企業融資制度要綱第 19条に適合しておりますので、当該融資の対象者として推薦いた

します。 

 

 

記 
 

 

住     所  

企 業 名  

代 表 者 名  

実 施 場 所  

業     種  

融資対象者 

の 要 件 

１ 法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに

開始する 
 

２ 同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が３年以上で、その

経験を有する事業を新たに開始する 
 

３ 会議所等の創業塾を修了している 
 

４ 郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了し

ている 
 

 

 



第９号様式（第 20条関係） 

郡山市中小企業融資制度売上高等減少対策資金融資 

売上比較表 

 

最近１か月間の売上高等 
比較期間（※）内同月の１か月間の売上

高等 

月 

（Ａ） 
円 

月 

（Ｂ） 
円  

 

Ａの期間後２か月間の見込み売上高等 
Ｃの期間に対応する比較期間内の２か月

間の売上高等 

月 円 月 円  

月 円 月 円 

２か月計 

（Ｃ） 
円 

２か月計 

（Ｄ） 
円  

 

１ 最近１か月間の売上高等による減少率 

（Ｂ－Ａ） 

Ｂ   ×１００＝ 【減少率】        ％（実績） 

 

２ 最近３か月間の売上高等の実績見込みによる減少率 

  （Ｂ＋Ｄ）―（Ａ＋Ｃ） 

     （Ｂ＋Ｄ）   ×１００＝ 【減少率】       ％（実績見込み） 

 

３ 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由 

                                        

 

 

  上記のとおり相違ありません。 

  

  令和  年  月  日 

 

     申請者 住 所 

      

氏 名                 

 

※比較期間は、原則平成 31年２月から令和２年１月となります。 


